
長岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市長は、長岡京市消防団事業の円滑な遂行及び消防力の充実強化を図ることを

目的として消防の用に供する準中型自動車の運転免許（以下「準中型免許」という。）

を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において長岡京市消防団員準中型免許取

得教習費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関して

は、長岡京市補助金等交付規則（昭和５７年長岡京市規則第８号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（交付対象者） 

第２条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。この場

合において、本補助制度の利用は１回限りとする。 

⑴ 平成２９年３月１２日以降に初めて普通自動車運転免許を取得した団員 

⑵ 所属分団長が推薦する団員 

⑶ この補助金を受けて準中型免許を取得後、長岡京市消防団に５年以上在職し、消

防団活動をすることを誓約する団員 

⑷ 市税等の未納のない団員 

（補助金対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費は、教習所において準中型免許取得のために要

する入学金、教習料金、教習コース使用料、技能検定料金、受験料金その他市長が認

める経費（再受験料等の追加料金を除く。）とする。ただし、他の補助制度により助

成を受ける場合は、当該補助金を除いた額とする。 

（補助金の額） 

第 4条 補助金の額は、前項に掲げる経費の合計額の３分の２以内とし、上限を１０万

円とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てるものとする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付して、長岡京市消

防団員準中型免許取得教習費補助金交付申請書（第１号様式）を指定された期日まで

に、市長に提出しなければならない。 

⑴ 教習所の教習費用等の見積書 

⑵ 普通自動車運転免許証の写し 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条に規定する交付申請書を受け付けたときは、当該申請書に係る補

助金交付の適否を審査し、必要と認めたときは、次に掲げる条件を付し、長岡京市消

防団員準中型免許取得教習費補助金交付決定通知書（第２号様式）により、当該申請

者に通知するものとする。 



２ 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達するため、

必要な条件を付することができる。 

（申請の取下げ） 

第７条 補助金の交付を申請した者は、前条の通知書を受領した場合において、当該申

請に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申

請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決

定はなかったものとみなす。 

（補助事業の遂行） 

第８条 第６条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、補助金の交付の目的及びこれに付された条件その他この要綱に従って補助

金を使用し、他の目的に使用してはならない。 

（事業計画の変更及び承認） 

第９条 補助事業者が、事業計画の変更をしようとするときは、変更内容が分かる書類

を添付して長岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金事業計画変更承認申請書

（第３号様式）を市長に提出して、その承認を得なければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、内容等を検討のうえ承認した場合には、

長岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金事業計画変更承認書（第４号様式）に

より通知するものとする。 

（事業終了報告） 

第１０条 補助事業者は、事業の完了後、次に掲げる書類を添付して、長岡京市消防団

員準中型免許取得教習費補助事業終了報告書（第５号様式）を事業終了後３０日以内

又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。 

⑴ 補助事業に係る領収証等の写し 

⑵ 取得した準中型免許証の写し 

（確定通知） 

第１１条 市長は、前条の事業終了報告書を受け付けた場合において、当該報告に係る

書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その補助事業の成果が補助金の

交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長岡京

市消防団員準中型免許取得教習費補助金確定通知書（第６号様式）により当該補助事

業者に通知するものとする。 

（請求及び交付） 

第１２条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、長岡京市消防団員準中型

免許取得教習費補助金交付請求書（第７号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により請求を受けた場合には、当該補助事業者に対し、補助金

を交付するものとする。 



（是正措置） 

第１３条 市長は、補助事業の完了後、事業終了報告を受けた場合において、その報告

に係る補助事業の成果が補助金の交付条件等に適合しないと認めるときは、その補助

事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者に対して

命ずることができる。 

２ 第１１条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。 

（交付の特例） 

第１４条 市長は、補助事業者のうち、特に必要があると認めたものに対しては、第１

２条の規定にかかわらず、その事業の施行前又は施行中に補助金を概算交付すること

ができる。 

２ 前項の規定による概算交付を受けようとする補助事業者は、第７条第１項の交付決

定通知書の写しを添付して、長岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金概算交付

請求書（第８号様式）を市長に提出しなければならない。 

（交付取消し等） 

第１５条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、補助金の交

付決定若しくは確定を取り消し、又は変更することができる。 

⑴ この要綱に違反したとき。 

⑵ 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき又は使用しなか

ったとき。 

⑶ 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。 

⑷ 事業の実施方法が、補助金の交付の趣旨にそわないと認められるとき。 

（補助金の返還） 

第１６条 市長は、前条の規定により取消し等を行った場合において、すでに補助金が

交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。 

２ 市長は、第１４条の規定による補助金の概算交付を受けた場合における、補助金交

付済額が実績報告に基づく必要な補助額を超えたときは、当該補助事業者に対してそ

の差額を返還させることができる。 

（延滞金） 

第１７条 市長は、前条第１項の場合において、補助金の返還が納期限までに納付され

なかったときは、当該補助事業者に対し、規則第１５条の規定を適用するものとする。 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 



第１号様式（第５条関係） 

   年   月   日 

 

長岡京市長 様 

長岡京市消防団 第  分団 

氏  名        

住  所 

 

長岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金交付申請書 

 

 長岡京市消防団員準中型免許教習費取得補助金の交付を受けたいので、関係書類を添

えて下記のとおり申請します。 

 また、補助金対象となる運転免許取得の日から５年以上長岡京市消防団員として活動

することを誓うとともに、市税等の未納のないことを確認するため、税に関する情報を

閲覧することに同意します。 

 

記 

１ 現在、所有している運転免許の種類（該当するものに○印） 

  （  ） 普通自動車ＡＴ限定運転免許  （  ） 普通自動車運転免許 

２ 自動車運転免許取得経費 

                          円 

【内訳】教習所にかかる経費              円 

（教習所名称                   ） 

免許更新に係る経費              円 

３ 他の補助制度の利用   な し ・ あ り 

「あり」の場合の補助額        円 

４ 補助金交付申請額                  円 

※対象事業費の３分の２の額又は１０万円のいずれか低い額 

５ 事業実施予定時期 

年   月   日から    年   月   日 

上記のとおり、所属団員が補助金申請することを推薦します。 

長岡京市消防団 第  分団 

分団長             

（添付書類） 

（１） 教習所の教習費用等の見積書 

（２） 普通自動車運転免許証の写し  



第２号様式(第６条関係) 

第   号 

年   月   日 

 

 

 

 

        様 

 

 長岡京市長          

 

 

長岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金交付決定通知書 

   

 

年 月 日付で申請のあった長岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金

について、長岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金交付要綱第６条の規定により

審査した結果、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

記 

１.補 助 見 込 額：金      円 

    

２.補 助 条 件 

(1) 長岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金交付要綱の規定に従うこと。 

(2) この補助金は、長岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金交付要綱に基づく

補助事業以外に使用してはならないこと。 

(3) 当該事業を実施するために要した経費の収入、支出を記載した整理簿、資料等を

備えておき、長岡京市長から資料請求があればこれに応じること。 

 

 

 

 

 

  



第３号様式（第９条関係） 

    年   月   日 

 

長岡京市長        様 

 

 

        

長岡京市消防団 第  分団 

氏  名        

住  所 

 

 

長岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金事業計画変更承認申請書 

 

 

   年  月  日付けで交付決定通知を受けた標記の補助金について、事業計画を

変更したいので長岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金交付要綱第９条第１項

の規定により、別紙関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．申請及び決定年月日   申 請       年   月   日 

 

決 定       年   月   日 

 

２． 変更理由 

 

 

 

添付書類 

                 （1） 事業変更計画書 

                 （2） 変更後の収支予算書 

 

 



第４号様式（第９条関係） 

    年   月   日 

 

                  様 

 

 

長岡京市長 

 

 

 

 

長岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金事業計画変更承認書 

 

 

 

  

   年  月  日付けで事業計画変更承認申請を受けた標記の補助金について、長

岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金交付要綱第９条第２項の規定により、下記

のとおり変更承認をしましたので通知します。 

  

 

 

 １． 補助見込額      金              円 

 

２． 承 認 条 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第１０条関係） 

年   月   日 

 

 長岡京市長       様 

 

長岡京市消防団 第  分団 

 氏  名              

住  所  

 

 

長岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金事業終了報告書 

 

   年   月   日付で補助金交付決定を受けた長岡京市消防団員準中型免許

取得教習費補助金事業が完了したので、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 準中型免許取得教習費実績額  金          円 

 

２ 補助金交付決定額       金          円 

 

３ 準中型免許取得日            年  月  日 

 

４ 添付書類 

       ・準中型免許証の写し 

・当該免許取得に係る経費を証明できる領収証等の写し 

  



第６号様式(第１１条関係) 

第  号 

年   月   日 

 

         様 

  長岡京市長  

 

 

長岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金確定通知書 

 

 

年 月 日で届出のありました長岡京市消防団準中型免許取得教習費補助金

について、長岡京市消防団準中型免許取得教習費補助金交付要綱第１１条の規定によ

り審査した結果、下記のとおり補助金の確定を決定しましたので通知します。 

 

記 

 

 

 補助金確定額  金        円 

※ 補助金の確定額は、千円未満を切り捨てとします。 

 

  



第７号様式（第１２条関係） 

 

年  月  日 

長岡京市長  様 

 

長岡京市消防団 第  分団 

氏  名              

住  所 

 

 

長岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金交付請求書 

 

   年   月   日付で補助金確定通知のあった長岡京市消防団員準中型免許

取得教習費補助金について、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額    金          円 

 

２ 振込先 

金融機関名  支店名  

預金種別  口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 

 

  



第８号様式（第１４条関係） 

 

年  月  日 

長岡京市長  様 

 

長岡京市消防団 第  分団 

    氏  名            

住  所 

 

 

長岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金概算交付請求書 

 

   年   月   日付    第  号で交付決定を受けた表記補助金につい

て、事業の性質上、事業の実施前に補助金の交付を受けなければ今年度の事業を実施す

ることができないので、長岡京市消防団員準中型免許取得教習費補助金交付要綱第１４

条第２項の規定に基づき、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額    金          円 

 

 ２ 概算交付が必要な理由 

 

 

３ 振込先 

金融機関名  支店名  

預金種別  口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 

 


